
「魅力ある商店街動画発信事業」業務委託
企画提案に係る質問及び回答

提出書類に「（キ）社会的価値の実現に資
する取組に関する申告書等」とあります
が、評価項目を１つでも満たしていないと
応募資格もしくは審査に影響があるので
しょうか？

評価項目を１つも満たしていなくとも応募は可
能ですが、募集要領別添に記載があるとおり、
審査基準には含まれています。

■応募方法について

■契約期間について

仕様書にある契約期間と募集要領の契約期
間に違いがありますが、意味している内容
が違うものでしょうか。

表記が異なりますが、同内容となります。
契約期間は、契約締結日から令和５年（２０２
３年）１２月２８日（木曜日）までです。

■作成する動画について

今回作成の動画は、日本語版のみでよろし
いでしょうか。

日本語版のみでよいです。

質問 回答

採択後、選定した商店街は愛知県から紹介
していただくことは可能でしょうか。

可能です。業務委託契約締結後に対象商店街へ
同行にて訪問する予定です。

各商店街によって特色が違いますが、提案
では、具体例ではなく映像イメージが分か
る企画提案書でよろしいでしょうか。

映像イメージが分かる企画提案書で差し支えあ
りません。

対象商店街を現時点で公表することは可能
でしょうか。

対象商店街は現時点では非公表となります。

動画サンプルをＱＲコード等で企画提案書
に掲載してもよいでしょうか。

企画提案書への掲載は不可とします。
ただし、選定委員会で動画サンプルを用いたプ
レゼンテーションをしていただくことは可能で
す。

作成動画２本は同時期に発信するもので
しょうか。

同時期に公開することを想定しておりますが、
事業の進捗により公開時期が前後する場合、契
約期間内に２本公開できれば差し支えありませ
ん。



■業務の内容及び実施方法について

「その他、本業務をより効果的なものとす
るための提案の実施」とは２本の動画に対
するアピール項目でしょうか。それとも別
提案ということでしょうか。

「魅力ある商店街動画発信事業委託業務仕様
書」の５（４）（企画例）にあるように、本事
業をより効果的なものとするため、独自の付加
提案があれば記載をお願いします。

■事業実施上の注意点について

字幕はナレーション、インタビューコメン
トをすべて字幕表記するということでしょ
うか。

すべてに字幕表記が必要というわけではなく、
動画が効果的になるよう適宜追加していただく
形で構いません。

「あいち商店街空き店舗情報ナビ」以外の
想定している再生環境は何でしょうか。

現時点では「あいち商店街空き店舗ナビ」のみ
を想定しています。

事業終了後の現地検査での経理書類とは具
体的にどんな書類を想定しているのでしょ
うか。

事業に要した経費に関する領収書等を想定して
います。

１本の動画を複数に切り分けるといったこ
とはお考えでしょうか。

再生時間が５～１０分程度の動画を１本として
います。現時点では１本の動画を複数に切り分
けて使用することは予定していません。

作成した動画は半永久的に使用する前提で
しょうか。

年数が経つと情報が古くなっていくことも考え
られるのでどこかのタイミングで公開を終了す
る可能性もありますが、現時点では継続して公
開する予定です。


